
 （ 203 ） 平成24年３月27日 岐  阜  県  公  報 第 2 3 3 2 号 

 

 

       
 
 
 
 

目 
 
 
 
 

次 

 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

○
道
路
の
供
用
開
始 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
道

路

維

持

課
）
二
〇
四 

○
高
山
都
市
計
画
区
域
の
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
都

市

政

策

課
）
二
〇
四 

○
都
市
計
画
の
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
二
〇
五 

○
岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
下 

水 

道 

課
）
二
〇
五 

○
美
濃
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 
 
 
 
 
 

）
二
〇
五 

○
高
富
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
二
〇
六 

○
神
岡
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
二
〇
六 

○
海
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
二
〇
六 

○
養
老
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同 

 
 
 
 
 

）
二
〇
六 

○
建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
数
値
等
の
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
建

築

指

導

課
）
二
〇
七 

○
建
築
確
認
を
要
す
る
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正 

 

（
同 

 
 
 
 
 

）
二
〇
七 

 
 
 
 
 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地 

の
変
更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
選
挙
管
理
委
員
会
）
二
〇
七 

 
 
 
 
 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○
警
備
業
法
及
び
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く 

行
政
処
分
の
公
表
に
関
す
る
規
程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
生

活

環

境

課
）
二
〇
八 

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

○
平
成
二
十
四
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
生

活

衛

生

課
）
二
一
〇 

  
 

第

二

千

三

百

三

十

二

号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
火
曜
日
） 

 
 

平

成

二

十

四

年

三

月

二

十

七

日 
 

○
争
議
行
為
の
通
知
の
公
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
労

働

雇

用

課
）
二
一
一 

○
公
共
測
量
の
終
了 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
用 

 

地 
 

課
）
二
一
一 

                       

 

岐 

阜 

県 

公 

報 
 
 
 
 
 

毎
週 

 
 
 
 
 
 
 

発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

火
曜
日 

金
曜
日 

(
 

)
 

休
日
に
当
た
る 

と
き
は
翌
日 

(
 

)
 

ペ
ー
ジ 



 第 2 3 3 2 号  岐  阜  県  公  報  平成24年３月27日  （ 204 ） 

 

 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 
岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
五
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。 

  

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
六
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

      

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
高
山
都
市
計
画
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
区
域
の
名
称 

 
 

高
山
都
市
計
画
区
域 

二 

都
市
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域 

 
 

高
山
市
西
洞
町
、
宗
猷
寺
町
、
天
性
寺
町
、
愛
宕
町
、
若
達
町
一
丁
目
、
若
達
町
二
丁
目
、
春
日

町
、
島
川
原
町
、
堀
端
町
、
馬
場
町
一
丁
目
、
馬
場
町
二
丁
目
、
吹
屋
町
、
大
門
町
、
鉄
砲
町
、
森

下
町
一
丁
目
、
森
下
町
二
丁
目
、
城
山
、
神
明
町
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
上
一
之
町
、
下
一
之

町
、
上
二
之
町
、
下
二
之
町
、
上
三
之
町
、
下
三
之
町
、
片
原
町
、
左
京
町
、
桜
町
、
八
幡
町
、
大

新
町
一
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
、
上
川
原
町
、
川
原
町
、
西
町
、
本
町
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、

八
軒
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
有
楽
町
、
相
生
町
、
花
川
町
、
名
田
町
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま

で
、
天
満
町
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
花
里
町
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
朝
日
町
、
末
広
町
、

七
日
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
神
田
町
一
丁
目
、
神
田
町
二
丁
目
、
総
和
町
一
丁
目
か
ら
三
丁

目
ま
で
、
初
田
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
花
岡
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
江
名
子
町
、
片

野
町
、
片
野
町
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
石
浦
町
、
石
浦
町
一
丁
目
か
ら
九
丁
目
ま
で
、
大
平
町
、

松
倉
町
、
越
後
町
、
千
島
町
、
西
之
一
色
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
昭
和
町
一
丁
目
か
ら
三
丁

目
ま
で
、
岡
本
町
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
上
岡
本
町
、
上
岡
本
町
一
丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で
、

 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 
県
道 

道
路 

の
種 

類 

奈 

川 

野 

麦
線 

高 

根 

路

線

名 

高
山
市
高
根
町
阿
多
野
郷
字
丸

山
七
一
番
三
三
地
先
か
ら 

 

同 

市
同 

 
 

 
 

 

字
同

あ
七
一
番
三
二
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

二
一
二
・
六 

延 
 

長

（

メ

ー

ト

ル
） 

平
成 

二
四
・ 

三
・
二
七 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

一
四
・
一
○
・
二
九 

平
成 

二
二
・ 

五
・
二
五 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

県
道 

道
路 

の
種 

類 

福 

岡 

坂 

下 

路

線

名 

中
津
川
市
田
瀬
字
下
田
瀬
下
五

三
四
番
五
地
先
か
ら 

 

同 
 

市
同 

字
樋
ノ
口 

五

三
八
番
一
五
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

二
〇
〇
・
〇 

延 
 

長

（

メ

ー

ト

ル
） 

平
成 

二
四
・ 

三
・
二
七 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

二
二
・
一
二
・
二
四 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

県
道 

道
路 

の
種 

類 

福 

岡 

坂 

下 

路

線

名 

中
津
川
市
田
瀬
字
下
田
瀬
下
五

三
四
番
五
地
先
か
ら 

 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 

間 

二
〇
〇
・
〇 

延 
 

長

（

メ

ー

ト

ル
） 

平
成 

二
四
・ 

三
・
二
七 

供
用
開
始 

 

の

期

日 

平
成 

二
二
・
一
二
・
二
四 

備 
 

考 

（
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か
） 

線 
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下
岡
本
町
、
本
母
町
、
冬
頭
町
、
松
本
町
、
下
切
町
、
中
切
町
、
上
切
町
、
赤
保
木
町
、
下
林
町
、

山
田
町
、
下
之
切
町
、
新
宮
町
、
八
日
町
、
前
原
町
、
上
野
町
、
三
福
寺
町
、
東
山
町
、
曙
町
一
丁

目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
長
坂
町
、
日
の
出
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
松
之
木
町
、
大
洞
町
、
漆

垣
内
町
、
塩
屋
町
、
滝
町
、
岩
井
町
、
大
島
町
、
山
口
町
、
緑
ケ
丘
町
一
丁
目
、
緑
ケ
丘
町
二
丁
目
、

旭
ケ
丘
町
、
匠
ケ
丘
町
、
問
屋
町
、
桐
生
町
一
丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で
、
中
山
町
、
丹
生
川
町
坊
方
、

丹
生
川
町
山
口
、
丹
生
川
町
町
方
、
丹
生
川
町
新
張
、
清
見
町
牧
ケ
洞
、
清
見
町
三
日
町
、
国
府
町

三
川
、
国
府
町
上
広
瀬
、
国
府
町
村
山
、
国
府
町
金
桶
、
国
府
町
名
張
、
国
府
町
広
瀬
町
、
国
府
町

三
日
町
、
国
府
町
木
曽
垣
内 

三 

参
考 

 
 

こ
の
変
更
に
よ
り
新
た
に
都
市
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域 

 
 

高
山
市
丹
生
川
町
坊
方
、
丹
生
川
町
山
口
、
丹
生
川
町
町
方
、
丹
生
川
町
新
張
、
清
見
町
牧
ケ
洞
、

清
見
町
三
日
町
、
国
府
町
三
川
、
国
府
町
上
広
瀬
、
国
府
町
村
山
、
国
府
町
金
桶
、
国
府
町
名
張
、

国
府
町
広
瀬
町
、
国
府
町
三
日
町
、
国
府
町
木
曽
垣
内 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

都
市
計
画
の
種
類 

 
 

高
山
都
市
計
画 

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

二 

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域 

 
 

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
並
び
に
高
山
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課
、
丹
生
川
支
所
、
清
見

支
所
、
荘
川
支
所
、
一
之
宮
支
所
、
久
々
野
支
所
、
朝
日
支
所
、
高
根
支
所
、
国
府
支
所
及
び
上
宝

支
所 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

岐
阜
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業 

岐
阜
市
公
共
下
水
道 

 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
九
年
七
月
十
七
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
濃
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

美
濃
市 

二 
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

美
濃
都
市
計
画
下
水
道
事
業 

美
濃
市
公
共
下
水
道 

 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
三
年
十
二
月
十
三
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
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四 

事
業
地 

 
 

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
富
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

山
県
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

高
富
都
市
計
画
下
水
道
事
業 

山
県
市
公
共
下
水
道 

 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
神
岡
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

飛 

市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

神
岡
都
市
計
画
下
水
道
事
業 

飛 

市
公
共
下
水
道 

 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
津
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

海
津
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

海
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業 

海
津
市
公
共
下
水
道 

 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
年
十
一
月
三
十
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
養
老
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

養
老
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 
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養
老
都
市
計
画
下
水
道
事
業 

養
老
町
公
共
下
水
道 

 
三 
事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
五
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
、
同
条
第
二
項
第

三
号
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
、
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
及
び
別
表
第
三 

欄
五
の
項
に

規
定
す
る
数
値
等
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

変
更
す
る
区
域 

 
 

高
山
市
の
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域 

二 

区
域
の
区
分
及
び
制
限
の
数
値 

 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 

「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
都
市
建
築
部
建
築
指
導
課
及
び
飛 

建

築
事
務
所
並
び
に
高
山
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

三 

適
用
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
六
号 

 

建
築
確
認
を
要
す
る
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
八
年
岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

告
示
中
「
、
高
山
市
（
一
部
）
」
を
削
る
。 

 
 
 
 
 
 

告 
 
 
 

示 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号 

 

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
名
称
及
び

所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

大 
 

松 
 

利 
 

幸 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 

選
挙
管
理
委
員
会
告
示 

 

特
定

医
療

法
人

隆
湶
会

 
南

ひ
だ
せ

せ
ら

ぎ
病
院
 

変
 
 
 
 
 更

 
 
 
 
 後

 

医
療
法
人
隆
湶
会
 
下
呂
谷
敷
病
院
 

変
 
 
 
 
 更

 
 
 
 
 前

 

 

名
称
の
変
更
 
 

所
在
地
の
変
更
 
 

 

特
定
医
療
法

人
隆
湶
会
 
南

ひ
だ
せ
せ
ら
ぎ
病
院
 

施
  設

  の
  名

  称
 

下
呂

市
萩

原
町

西
上

田
1936

番
地
１
 

変
 
 
 
 更

 
 
 
 後

 

下
呂

市
萩
原
町

西
上
田
1963

番
地
１
 

変
 
 
 
 更

 
 
 
 前
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告 
 
 
 

示 
岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
号 

 

警
備
業
法
及
び
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
行
政
処
分
の
公
表
に
関
す
る
規

程
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
公
安
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

水 
 

谷 
 

邦 
 

照 
 
 

 
 
 

警
備
業
法
及
び
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
行
政
処
分
の
公
表
に
関
す

る
規
程 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
及
び
探
偵
業
の
業
務
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
号
。
以
下
「
探
偵
業
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く

行
政
処
分
の
公
表
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
表
の
対
象
と
す
る
行
政
処
分
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
条 

公
表
の
対
象
と
す
る
行
政
処
分
（
以
下
「
公
表
対
象
処
分
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

 

一 

警
備
業
法
に
基
づ
く
処
分
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

ア 

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し 

 
 

イ 

第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
（
当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
過
去

三
年
以
内
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
の
処
分
を
受
け
、
又
は
同
日
前
五
年
以
内
に
同
法
に
基

づ
く
処
分
（
指
示
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
） 

 
 

ウ 

第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
停
止
命
令 

 
 

エ 

第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
廃
止
命
令 

 

二 

探
偵
業
法
に
基
づ
く
処
分
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

ア 

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
（
当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら

過
去
三
年
以
内
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
の
処
分
を
受
け
、
又
は
同
日
前
五
年
以
内
に
同
法

に
基
づ
く
処
分
（
指
示
を
除
く
。
）
を
受
け
た
場
合
に
限
る
。
） 

 
 

イ 

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
停
止
命
令 

 
 

ウ 

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
廃
止
命
令 

 

（
公
表
の
内
容
） 

第
三
条 

公
表
の
内
容
は
、
処
分
を
受
け
た
者
（
以
下
「
被
処
分
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

警
備
業
又
は
探
偵
業
の
別 

 

二 

警
備
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
総
理
府
令
第
一
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
認
定
証
の
番

号
又
は
探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
十
九
号
）

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
探
偵
業
届
出
証
明
書
の
番
号 

 

三 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

 

四 

当
該
処
分
に
係
る
営
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

五 

処
分
年
月
日 

 

六 

処
分
内
容 

 

七 

処
分
理
由
及
び
根
拠
法
令 

 

八 

処
分
を
行
っ
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会 

 

（
公
表
の
方
法
） 

第
四
条 

岐
阜
県
警
察
本
部
生
活
安
全
総
務
課
長
（
以
下
「
生
活
安
全
総
務
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、

岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
公
表
対
象
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
行
政
処
分
簿
（
別
記
様
式
）
を
作
成
す

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

生
活
安
全
総
務
課
長
は
、
行
政
処
分
簿
を
作
成
し
た
と
き
は
、
岐
阜
県
警
察
本
部
生
活
安
全
総
務

課
に
行
政
処
分
簿
を
備
え
付
け
、
及
び
岐
阜
県
警
察
本
部
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
行
政
処
分
簿
を
掲
載

す
る
こ
と
に
よ
り
公
表
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
通
知
等
） 

第
五
条 

生
活
安
全
総
務
課
長
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
第
二
条
第
一
号
ウ
及
び
同
条
第
二
号
イ
に

掲
げ
る
公
表
対
象
処
分
（
以
下
「
営
業
停
止
命
令
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
被
処

分
者
の
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
（
以
下
「
管
轄
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）

が
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
行
政

処
分
簿
の
写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

生
活
安
全
総
務
課
長
は
、
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
営
業
停
止
命
令
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
管
轄
公
安
委
員
会
が
岐
阜
県
公
安
委
員
会
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会

か
ら
の
通
報
に
基
づ
い
て
前
条
第
一
項
の
行
政
処
分
簿
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
方
法
に
よ
り
公
表
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

公
安
委
員
会
告
示 
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（
公
表
の
期
間
） 

第
六
条 

公
表
の
期
間
は
、
公
表
対
象
処
分
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
間
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           別
記
様
式
 

行
  政

  処
  分

  簿
 

被
 

 処
 

 分
 

 者
 

処
分

を
行

っ
た

公
安

委
員

会
 

処
分

理
由
 

 根
拠

法
令
 

処
分

内
容
 

処
分

年
月

日
 

処
分

に
係

る
営

業
所

 

の
名

称
及

び
所

在
地

 

主
た

る
営

業
所

の
所

在
地
 

代
表

者
の

氏
名

 

氏
名

又
は

名
称

 

認
定

証
･
届

出
証

明
書

番
号

 

警
備
業
又
は
探
偵
業
の
別
 

公
安
委
員
会
 

       

公
安
委
員
会
 
第
 
 
 
 
 
 
 
 
号
 

 
 
 
警
 備

 業
 
 
 
 
 
 
探
 偵

 業
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告 
 
 
 

示 

 
 

○
平
成
二
十
四
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施 

 

調
理
師
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
理
師
試
験

を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十

六
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

試
験
期
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日
（
水
） 

二 

試
験
場
所 

 
 

岐
阜
会
場 

岐
阜
市
太
郎
丸
八
〇
番
地 

岐
阜
女
子
大
学 

 
 

高
山
会
場 

高
山
市
上
岡
本
町
七
丁
目
四
六
八
番
地 
飛 

総
合
庁
舎 

 
 
 
 
 
 
 

高
山
市
千
島
町
九
〇
〇
番
地
一 

飛 

・
世
界
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー  

三 

試
験
科
目 

 
 

食
文
化
概
論
、
衛
生
法
規
、
公
衆
衛
生
学
、
栄
養
学
、
食
品
学
、
食
品
衛
生
学
及
び
調
理
理
論
。 

 

た
だ
し
、
適
用
法
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
現
在
有
効
な
も
の
と
し
ま
す
。 

四 

受
験
資
格 

 
 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
又
は
調
理
師
法

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
（
以
下
「
学

校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
等
」
と
い
う
。
）
で
多
数
人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し
て

供
与
す
る
施
設
又
は
営
業
で
調
理
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
四

条
各
号
に
定
め
る
も
の
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し
た
も
の 

五 

受
験
手
続 

 
 

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
願
書
（
岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
別
記
第
五
号
様
式
）

に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
県
の
各
保
健
所
（
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、

岐
阜
市
保
健
所
又
は
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
生
活
衛
生
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

な
お
、
平
成
十
九
年
度
以
降
の
岐
阜
県
の
調
理
師
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、

受
験
票
の
添
付
に
よ
り
１
の
書
類
へ
の
記
載
並
び
に
２
及
び
３
の
書
類
の
提
出
を
省
略
で
き
ま
す
。 

 
 

郵
送
に
よ
り
受
験
願
書
等
を
提
出
す
る
場
合
は
、
書
留
又
は
簡
易
書
留
と
し
、
「
調
理
師
試
験
願

書
在
中
」
と
朱
書
し
、
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
生
活
衛
生
課
（
〒
五
○
○
―
八
五
七
○
岐
阜
市
薮
田
南

二
丁
目
一
番
一
号
）
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

１ 

履
歴
書 

 

２ 

調
理
業
務
従
事
証
明
書
（
岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
別
記
第
六
号
様
式
） 

 

３ 

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
姓
又
は
名
が
変
わ

っ
た
者
は
、
氏
名
の
変
遷
が
分
か
る
出
願
前
三
月
以
内
に
作
成
し
た
本
人
の
戸
籍
抄
本
（
必
要
で

あ
れ
ば
除
籍
抄
本
等
）
原
本
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
） 

 

４ 

写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
無
帽
、
上
半
身
の
も
の
。
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。
） 

六 

願
書
受
付
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
同
年
六
月
八
日
（
金
）
ま
で
。
な
お
、
郵
送
に
よ
る

受
験
申
込
み
は
、
同
年
五
月
二
十
八
日
（
月
）
か
ら
同
年
六
月
八
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も

の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。 

七 

願
書
配
布
期
間 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三
日
（
月
）
か
ら
同
年
六
月
八
日
（
金
）
ま
で 

八 

受
験
手
数
料 

 
 

六
千
百
円
に
相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
り
付
け
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い

（
消
印
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）
。
な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
六
千
百
円
分
の
岐
阜
県
収
入

証
紙
、
定
額
小
為
替
又
は
普
通
為
替
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。 

九 

合
格
発
表 

 
 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日
（
木
）
に
岐
阜
県
庁
、
県
の
各
保
健
所
及
び
岐
阜
市
保
健
所
に
合

格
者
の
受
験
番
号
を
掲
示
し
て
発
表
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
合
格
通
知
書
を
交
付
し
ま
す
。 

十 

試
験
結
果
の
提
供 

 
 

平
成
二
十
四
年
度
調
理
師
試
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
試
験
の
結
果
を
受
験
者
に
提
供
し
ま

す
。 

 

１ 
提
供
す
る
試
験
結
果 

 
 
 

調
理
師
試
験
の
総
合
得
点
及
び
科
目
別
得
点 

 

２ 

提
供
期
間 

 
 
 

合
格
発
表
の
日
か
ら
一
月
間 

 
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 



 （ 211 ） 平成24年３月27日 岐  阜  県  公  報 第 2 3 3 2 号 

 

 
３ 

提
供
す
る
場
所 

 
 
 

個
人
情
報
総
合
窓
口
（
岐
阜
県
庁
二
階
）
及
び
県
の
各
保
健
所 

十
一 
そ
の
他 

 

１ 

受
験
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
た
場
合
で
も
返
還
で
き
ま
せ
ん
。 

 

２ 

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
県
の
各
保
健
所
及
び
岐
阜
県
健
康
福
祉
部
生
活
衛
生
課
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
争
議
行
為
の
通
知
の
公
表 

  

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐

阜
県
民
主
医
療
機
関
連
合
会
労
働
組
合
か
ら
労
働
条
件
の
改
善
等
の
要
求
に
関
し
て
争
議
行
為
を
行
う

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第

十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

争
議
行
為
の
行
わ
れ
る
日
時 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日
午
前
八
時
三
十
分
以
降
四
月
末
日
ま
で 

二 

争
議
行
為
の
行
わ
れ
る
場
所 

 
 

み
ど
り
病
院
（
所
在
地
岐
阜
市
）
、
す
こ
や
か
診
療
所
（
同
）
、
華
陽
診
療
所
（
同
）
、
し
ず
さ

と
診
療
所
（
所
在
地
大
垣
市
）
及
び
こ
が
ね
だ
診
療
所
（
所
在
地
関
市
）
の
全
職
場 

三 

争
議
行
為
の
概
要 

 
 

前
項
の
職
場
に
お
い
て
、
保
安
要
員
を
除
き
争
議
行
為
を
実
施
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
公
共
測
量
の
終
了 

 

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

作
業
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
木
曽
川
下
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
水
準
測
量
） 

三 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら 

 
 

同 

二
十
四
年
三
月
十
二
日
ま
で 

四 

作
業
地
域 

 
 

羽
島
市
、
海
津
市
及
び
養
老
郡
養
老
町 
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岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日
発
行 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

者 
 
 

岐 
 
 
 
 

阜 
 
 
 
 

県 
 
 
 
 
 
 
 
 

編 
 

集 
 
 

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
一 

 

ブ
イ
・
ア
ー
ル
・
テ
ク
ノ
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発 

行 

所 
 
 

岐 
 
 

阜 
 
 

県 
 
 

庁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


